
	 

様式Ｃ－１９	 

	 

科学研究費助成事業（科学研究費補助金）研究成果報告書	 
平成２５年 5月４日現在 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
研究成果の概要（和文）： 
	 本研究は、食の地域ブランドに関する定義と構成要素、消費者の脳内に形成されるブラ
ンド知識形成モデル等の基礎研究を基盤に、自治体主導の都市ブランド創生活動において
食の地域ブランドづくりが果たす役割を、事例研究を通じて地域の利害関係者で構成され
る協議会の機能・組織、食の地域ブランドの認証制度等を考察し、結論として社会システ
ムデザインの観点に基づく食の地域ブランド戦略デザインプロセスを提案したものである。 
 
研究成果の概要（英文）： 
The study presents the design process of the local-food-brand strategy with the view of 
social system design through literature researches, previous researches and the case 
study by considering the function and organization of the local-food-branding activities 
of kyogikai (council) that consist of local-stakeholders in the city-branding activities by 
the local government, and it is based on the studies of brand-knowledge formation 
model (hypotheses) and elements of the local-food-brands.  
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１．研究開始当初の背景 
	 全国の市町村数は 1999（平成 11）年 3月
末には 3,232あったが、合併により 2010（平
成 22）年 3月末には 1,758まで減少した。そ
の過程で住民が長年慣れ親しんだ都市の名
前が消え、新しい名前の都市が現れた。その
結果、観光客等の地域外の人が当該の新都市
名を聞いただけでは、その都市の位置や特長、

観光地、特産品等がイメージできないという
現象が発生した。一方、多くの地方都市は人
口減少や高齢化問題、財政問題等を抱え、自
治体にとって定住人口や交流人口の増大、地
域活性化等が重要な政策課題となっていた。 
	 2000（平成 12）年頃から多くの自治体は、
これらの課題の解決策の一つとして、地域ブ
ランドという新たな地域活性化方法論に注
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目しはじめ、関係団体と連携しながら都市の
認知度やイメージの向上、競争優位性等を確
立し、観光客等から選ばれる都市と商品の創
生を目指してさまざまな活動（都市ブランド
創生活動）を行ってきた。しかし、それらの
活動は必ずしも成功に至っていなかった。 
	 そこで本研究は、自治体主導の都市ブラン
ド創生活動を成功に導くための方法論やツ
ール考案の実践的デザイン研究の一環とし
て、多様な概念を持つ地域ブランドの中から
「食の地域ブランド」に焦点をあてた。 
 
２．研究の目的 
	 本研究は、地域の特長的な要素（地域性要
素）を持つ優れた食の特産品（食の地域ブラ
ンド）が、自治体が主導する特色あるまちづ
くり（都市ブランド創生活動）において果た
す役割とその効果に着目し、食の地域ブラン
ドの構成要素と地域性要素を明らかにしな
がら、地域性要素と住民がイメージする都市
ブランドとの関係を考察し、新たな知見を得
るとともに、都市ブランド創生に資する食の
地域ブランドの評価方法の考察を通じて、食
の地域ブランドづくりの戦略的デザイン指
針を社会システムデザインの観点で提案す
ることを目的とした。なお、本研究の成果は、
食の地域ブランドづくりを主導する自治体
や商工会議所等の当該担当者や責任者、地域
活性化システムデザイナー等によって活用
されることを想定している。 
 
３．研究方法と事例研究対象 
(1)研究方法 
	 第 1 段階は、食の地域ブランドについて、
既往研究を参考にその概念を定義するとと
もに、事例研究の対象地域と団体、対象商品
等を設定した。また、既往研究を参考に定義
の概念を理論的に裏付ける「食の地域ブラン
ド知識形成モデル（仮説）」を考案した。	 
	 第 2 段階は、食の地域ブランドをデザイン
するための要素（構成要素と地域性要素）を
抽出するために、既往研究分析と地域ブラン
ド認証要綱の内容分析、アンケート調査、イ
ンタビュー調査を行った。	 
	 第 3 段階は、食の地域ブランドづくりの現
状と課題及び地域イメージと食の地域ブラ
ンドの関係を考察するために、アンケート調
査とインタビュー調査を行った。	 
	 第 4 段階は、第 2・3 段階の研究結果をも
とに、食の地域ブランドの評価方法を考案し、
インタビュー調査等でその内容を検証した。 
	 第 5段階は、本研究の結論として、自治体
主導の食の地域ブランドづくりが、都市ブラ
ンド創生活動において果たす役割等の考察
を通じて、食の地域ブランドづくりの戦略的
デザイン指針を社会システムデザインの観
点から提案した。 

(2)事例研究対象	 
	 事例研究の対象地域は福津市（福岡県）と
し、地域ブランド認証要綱の選定対象地域は
九州各県（沖縄を除く）の全 104 市とした。	 
	 事例研究対象商品は、福津市商工会の「福
津の極み」ブランド認定商品から 10 品目を
選定した。	 
	 インタビュー対象者は、福津市商工観光課、
福津市商工会、「福津の極み」ブランド認定
事業者及び販売事業者とした。	 
	 アンケート調査対象者は、福津市住民と福
岡都市圏住民とした。	 
	 
４．研究成果	 
(1)	 食の地域ブランドの定義	 
	 文献調査結果の考察から、本研究では「食
の地域ブランドとは、自治体や団体、企業、
消費者の口コミ等から提供された当該地域
の食に関するあらゆる情報や消費者自身の
経験等（ブランド知識）が、消費者の脳内に
蓄積され、意識的・無意識的な選択プロセス
を経て次第に脳内に形成された当該地域の
食のブランドに関して抱くイメージのこと
である。」と定義した。	 
	 また、食の地域ブランドの対象として、当
該地域の農産物、水産物、食品、料理等と定
義し、ブランド資源の調査区分として、農産
ブランド資源は生鮮農産物と農産加工品に
区分し、前者は米・穀類、野菜、果樹、花卉、
畜産に細分化した。水産ブランド資源は生鮮
水産物と水産加工品に区分し、食品ブランド
資源は酒類・飲料、調味料、加工食品、麺・
パン類、菓子・スィーツに区分、料理ブラン
ド資源は伝統料理と郷土料理等に区分した。	 
	 
	 (2)	 食の地域ブランド知識形成モデル	 
	 自治体や団体、企業等のブランド提供者が、
食の地域ブランドを確立、推進する際に参考
になると思われる「食の地域ブランド知識形
成モデル（仮説）」（以下、仮説モデル）を既
往研究から考案した。	 
	 この仮説モデルは、アーカー（1991）等の
企業ブランド研究の文献調査から、生活者の
記憶の中に形成されるブランド知識形成プ
ロセスについて考察し、「ブランド・エクイ
ティ論」と購買心理学の基礎となっている
「EBM 理論」との統合を試みたものである。	 
	 そして、仮説モデルにおいて、ブランド提
供者が確立を目指す特定の特産品について、
消費者がブランドとして認知し、好意的なイ
メージを脳内で形成するためには、ブランド
提供者は、特産品が本来持つべき原材料等の
地域性や地域の自然・歴史・文化等のイメー
ジ等の情報を、消費者に直感的で理解しやす
いようなブランド認知要素や知覚品質要素
として転換し、情報デザインを通じて、飲食
経験を促すことが重要であることを示した。	 
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(3)食の地域ブランドの構成要素	 
	 既往研究と事例研究対象地域のホームペ
ージから抽出した 9団体の地域ブランド認証
要綱について、内容分析法と重み付け法等を
用いて、食の地域ブランドの構成要素を内的
要素と外的要素に大別した。	 
	 内的要素は、商品のアイデンティティを構
成する要素で、原産地、原材料、製造者、製
造・加工方法、品質、安全・安心等が該当す
る。しかし、消費者は JAS 法等で規定されて
いる品質表示ラベルを読まなければ、商品の
品質等を直感的に理解することができない。
そのため、自治体や商工会議所等が主導する
地域ブランド認証制度のような公的制度に
基づく内的要素の情報が商品等に付帯され
なければ、消費者は当該商品が、地域の優れ
た特産品（食の地域ブランド）であることを
直感的に認識できないことがわかった。	 
	 外的要素は、商品に付帯して内的要素を視
覚的に補完、拡充する要素で、「識別要素」
と「メッセージ要素」に区分することができ
た。「識別要素」とは同一区分の商品におい
て他者と識別するための要素のことで、ブラ
ンド名とロゴがこれに該当する。「メッセー
ジ要素」とは当該ブランドの特長を他者に視
覚的に伝えるための要素のことで、タグライ
ン（スローガン、キャッチフレーズ、物語メ
ッセージ等を含む）や形態、色構成等がこれ
に該当する。パッケージは、当該ブランドの
内容物を保護する機能だけでなく、これらの
識別要素とメッセージ要素を統合して表現
するものと捉えることができた。	 
	 
(4)	 食の地域ブランドの地域性要素	 
	 食の地域ブランドの構成要素研究から、そ
の地域性要素を「当該地域の自然・歴史・文
化等の中で、他都市と比べて特に優れた価値
（ブランド価値）を有し、それを消費者に提
供することができる要素」と定義すると、前
述の内的要素の中で、原産地、原材料、製造
者、製造・加工方法、品質等が該当する。	 
	 しかし、関係者へのインタビュー調査結果
から、自治体や関係団体等が食の地域ブラン
ドづくりを実施する場合、地域性に関するブ
ランド価値を誰がどのように規定するかと
いう課題と、多くの特産品の中から、どのよ
うに地域性のあるブランド価値を有する特
産品を選定し、食の地域ブランドとして公的
に認証すべきかという新たな制度設計上の
課題が明らかになった。	 
	 
(5)食の地域ブランドづくりの現状と課題	 
	 自治体や関係団体等が、食の地域ブランド
づくりを始める場合、通常、地方自治体法に
規定されている協議会制度を活用している。
事例研究対象の福津市もこの制度を活用し、
福津市商工会が自治体の支援を受けながら

農業協同組合、漁業協同組合、観光協会等と
連携しながら協議会を設置し、地域ブランド
認証要綱の策定を行い、食の地域ブランドや
工芸品等の福津市の地域ブランド（福津の極
みブランド）認証事業や特産品育成事業、販
売促進事業等を行っていた。	 
	 本研究において、福津市商工会が認証した
福津の極みブランドの中から選定した 10 品
目について、その認証事業者（以下、事業者）
に対してインタビュー調査を行った。その結
果、事業者の大半は地域ブランド名称（福津
の極み）や商品の認知度に課題があると捉え
ており、そのために広報活動、販売促進・販
路拡大活動、パッケージ・デザインの改良が
重要と考えていた。そして、当該品目の売上
が比較的良好な事業者はこれらの活動を主
体的に行っていたが、売上が低迷している事
業者は、これらの活動も総じて活発ではなく
自治体による公的支援の充実を期待する割
合が前者よりも高かった。	 
	 考察の結果、事業者の評価基準は売上と密
接に関係していることと、食の地域ブランド
づくりの主体者は協議会あるいは商工会と
いった公共的民間団体であるにも係らず、事
業者は自治体の広報や販売促進等について
積極的な役割を期待していることが明らか
になった。また、食の地域ブランドの認証基
準や審査委員会のあり方等、認証制度に関す
る新たな課題を得た。	 
	 
(6)都市イメージと食の地域ブランドの関係	 
	 食の地域ブランドづくりが都市イメージ
形成へ影響する要素を抽出するために、2012
（平成 24）年 1 月、福岡都市圏住民を対象に
意識調査を行った。調査結果の考察から、福
岡都市圏住民は、福津について漠然と海のイ
メージを抱いていることが推察されたが、福
津の極みというブランド名称の認知度が極
めて低いことと、福津という都市名から生鮮
農産物や農産加工食品等についてのイメー
ジ想起がほとんどないことがわかった。	 
	 一方、福津市商工会が行った「福津の極み
及び地場産品等に関する福津市住民意識調
査」（2012 年 9 月）から、お土産やギフト等
の推奨意向の高い特産品として、全 23 品目
中の上位 10 位の内、6 品目に生鮮農産物と農
産加工品があげられたが、生鮮水産物と水産
加工品は 10 位以下という調査結果を得た。	 
	 これらの考察から、地域外の住民と当該地
域の住民との間には、都市イメージと食の地
域ブランドについて、意識のギャップがあり、
このギャップは前述の仮説モデルにおける
ブランドの認知度や経験等のブランド知識
に起因していることが推察された。また、食
の地域ブランドの中には、都市イメージの形
成に貢献するものと、必ずしもそうでないも
の（生鮮農産物）があることがわかった。	 
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(7)食の地域ブランドの評価方法	 
	 企業ブランドの場合、商品等の責任主体は
明確であるが、食の地域ブランドの場合は、
原材料、製造・加工、流通、販売等で多様な
利害関係者が関与するため、商品等の責任主
体が明確でない。そのため、自治体等は地域
の利害関係者の代表で構成する協議会を設
置し、地域ブランド認証制度を用いて特産品
を評価し、食の地域ブランドとして公的に認
証している。この評価方法の基準となるもの
が認証要綱とその条文中の認証基準である。	 
	 前述の食の地域ブランドの構成要素研究
から抽出した 9団体の認証要綱内の認証要件
について、内容分析法と重み付け法等を用い
て比較分析しながら、「食の地域ブランド認
証要件（仮説）」を作成した。そして、この
仮説を検証するために、関係者へインタビュ
ー調査等を行った。	 
	 検証結果の考察から、認証項目内の区分そ
のものと区分用語、認証要件内の品質要件と
歴史文化要件の運用規定等について再検討
が必要であるが条件付きで有効性を確認し
た。また、認証要件の上位概念として、地域
固有の自然・歴史・文化等の価値規定と、当
該商品の競合都市の同一区分との関係にお
ける位置づけが重要であるとの知見を得た。	 
	 
(8)食の地域ブランドづくりのデザイン指針	 
	 本研究の結論として、地方都市が都市の認
知度やイメージの向上、地域産業の活性化等
を効果的に推進ためには、地域固有の価値規
定と自律性を基盤に、競合都市との違いと特
長を明確にした都市ブランド創生活動が重
要であることと、そのためには、協議会を通
じて地域の農林水産業や商工業、観光等の統
合・連携を図る新たな都市像と戦略事業等を
「地域ブランド戦略」として策定し、地域社
会の構成員が自律的に事業を推進すること
が重要であると考えられた。	 
	 また、食の地域ブランドづくりは、地域の
農林水産業や商工業、観光等を統合・連携す
る重要な役割があり、その活動が都市ブラン
ド創生へ良好な影響を及ぼすと考えられた。	 
	 最後に社会システムデザインの観点に基
づく食の地域ブランド戦略デザインプロセ
ス（七つのデザインフェーズ）を提案する。	 
①	 食の地域ブランド調査デザイン（ブランド
資源、市場、競合・先行ブランド、顧客等）	 

②	 食の地域ブランド専門家選定デザイン	 
③	 食の地域ブランド協議会組織デザイン	 
④	 食の地域ブランド戦略案作成情報デザイ
ン（戦略の趣旨・位置づけ、価値規定・定
義、理念・使命、目的・目標、コンセプト、
基本方針、戦略事業、推進体制、工程表等）	 

⑤	 食の地域ブランド認証制度デザイン	 
⑥	 パブリックコメント等住民評価デザイン	 
⑦	 食の地域ブランド戦略策定・広報デザイン	 
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